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第７章  開発計画事前審査及び他の法律 

 

Ⅰ 開発計画事前審査 
 

１ 開発計画の事前審査 

本市では都市計画法の意図する目的を十分に果たすため、東近江市開発行為等に関する指導要

綱に基づき開発許可申請に先立ち「開発計画の事前審査」を行っている。 

「開発計画の事前審査」は、開発行為等の内容を関係法令等により事前に審査し、その可否の

判定や必要な手続等を確認調整し、事前審査の申請者へ通知する制度である。 

通知を受けた開発事業者は、当該要件を整理反映して必要な手続を終えた後に、開発許可申請

を行うこととなる。 

なお、10,000㎡以上の土地利用に当たっては「滋賀県土地利用に関する指導要綱」に定める開

発事業計画書等を届け出し、その審査を終えたものについては、都市計画法の開発許可に係る「開

発計画の事前審査」を了したものとして取り扱う。 
 

 

【注意事項】 

 10,000㎡以上であっても、「滋賀県土地利用に関する指導要綱」の適用を除外されるものは 

図８－１開発計画事前審査フローチャートの手続となる。 

 

２ 他の法律との関係 

（１）建築基準法（昭和25年11月23日施行） 

開発許可を受けて設置された道路（幅員４ｍ以上）は、建築基準法第42条第１項第２号に基

づく道路となる。 

また、同法の確認を要する建築物の建築又はコンクリートプラント、アスファルトプラント

若しくはクラッシャープラントの建設が、次のいずれかの承認又は許可及び確認を必要とする

場合は、確認申請書に許可及び確認を受けたことを証する書面の写しを添付しなければならな

い。 

ア 開発許可を要するものであった場合の開発許可（法第29条第１項及び第２項） 

イ 建蔽率等の制限が定められた場合の特例許可（法第41条） 

ウ 予定建築物等以外の建築等許可（法第42条） 

エ 市街化調整区域での建築物等の建築等許可の確認（法第43条） 

＊ 滋賀県建築基準条例 (路地状の敷地の幅員) 

     都市計画区域内における建築物の敷地が路地状の部分のみによって道路に接する場合にお

いては、その路地状の部分の幅員は、次の表に掲げる数値以上でなければならない。 

 

 

 

 

 
東近江市による事前審査 

滋賀県土地利用に関する指導要綱 
による届出審査 

審査機関 

 
区域名称 
 

東近江市 
（ただし、県等が所管するものは市の照会により県 
等各所管部署が審査する。） 

滋賀県県民活動生活課 

市 街 化 区 域 
1,000㎡以上 

（道路を築造する場合は300㎡以上） 

10,000㎡以上～ 
 
水面にあっては水面面積1,000㎡ 
以上若しくは貯水量1,000㎥以上 

市街化調整区域 全て 

非線引き 
都市計画区域 

1,000㎡以上 
（道路を築造する場合は300㎡以上） 

都市計画区域外 10,000㎡以上 
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敷地の路地状の部分の奥行による区分 必要な幅員 

10ｍ以下のもの ２ｍ 

10ｍを超え20ｍ以下のもの ３ｍ 

20ｍを超えるもの ４ｍ 

 

（２）農地法（昭和27年10月21日施行） 

    市街化区域における農地転用届出には、開発許可を受けたことを証する書面を添付すること。 

    市街化区域以外の場合は、農地法による農地転用許可と同時許可となる。 

 

 （３）農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年９月27日施行） 

    当市においては、農業振興地域内農用地区域における開発行為は、原則12条公告後に開発計

画事前審査を開始する。 

   農業振興地域内農用地区域＝農用地、採草放牧地、農業用施設用地、土地改良施設用地等 

  ・ 農用地区域の除外＝農業振興地域内において農用地区域内の土地を農用地区域から除外す

ること。 

・ 軽微変更＝農業用施設用地の除外、１ha以下の農用地区域の用途区分の変更 

・ 11条公告＝農業振興地域整備計画の案の縦覧（公告の日から30日間） 

・ 12条公告＝農業振興地域整備計画の公告 

 

（４）森林法（昭和49年10月31日施行） 

森林法第10条の２第１項に基づく開発許可については都市計画法と同時許可となる。 

 

（５）都市再生特別措置法（平成14年７月12日施行） 

   当市では、平成29年３月30日に都市再生特別措置法に基づく「東近江市立地適正化計画」を

策定し、居住誘導、都市機能誘導を図っている。 

都市再生特別措置法第88条１項の規定に基づき、居住誘導区域外で住宅の建築目的で以下の

行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、

届け出なければならない。 

【届出対象行為】 

◆開発行為 

（1）３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

（2）１戸又は２戸の住宅の建築目的で1,000㎡以上の規模の開発行為 

◆建築行為 

（1）３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

（2）建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とする場合 

都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の

建築目的で以下の行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30 日前までに、行為の種類や場

所などについて、届け出なければならない。 

【届出対象行為】 

  ◆開発行為 

   （1）誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為 

  ◆建築行為 

   （1）誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

   （2）建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

   （3）建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合 
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（６）土砂災害防止法 

土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の確認について、滋賀県砂防課のホームページの土砂災害

警戒区域（東近江市）を選択し、警戒指定図及び写真表示を参照確認すること。特別警戒区域で

ある場合は、建築物等が制限措置となる。区域が判りにくい場合は、滋賀県東近江土木事務所へ

照会すること。なおホームページは、随時更新となるので注意すること。 

土砂災害特別警戒区域内の制限など 

① 特定の開発行為に対する制限（非自己用住宅、社会福祉施設、学校、医療施設） 

② 一定の居室を有する建築物について、建築確認の対象となり建築物の構造の制限が適用

される。 

③ 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告 

 

（７）砂防法、滋賀県砂防法施行条例 

    禁止行為 

① 砂防設備を損傷すること。 

② 河川又は水路に土石（砂を含む。）、木竹、じんあいその他の物件を堆積し、又は投棄

すること。 

  制限行為 

① 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。 

② 木竹を伐採し、若しくは樹根を採取し、又はこれらを堆積すること。 

③ 木竹を滑下又は地引により運搬すること。 

④ 土地を掘削し、盛土し、開墾しその他土地の形状を変更すること。 

⑤ 土石を採取し、若しくは鉱物を採掘し、又はこれらを堆積すること。 

     ※ 砂防指定地区域の確認については、滋賀県東近江土木事務所へ照会すること。 

 

（８）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

急傾斜地崩壊危険区域内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、

してはならない。 

  制限行為 

① 水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為 

② ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造 

③ のり切り、切り土、掘削又は盛土 

④ 立木竹の伐採 

⑤ 木竹の滑下又は地引による搬出 

⑥ 土石の採取又は集積 

⑦ 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発する恐れのある行為で

政令で定めるもの 

     ※ 急傾斜地崩壊危険区域の確認については、滋賀県東近江土木事務所へ照会すること。 

 

（９）滋賀県流域治水の推進に関する条例 

浸水警戒区域内において、住居の用に供する建築物又は高齢者、障害者、乳幼児その他の特に

防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校若しくは医療施設の用途に供する建築物

の建築（移転を除く。）をしようとする建築主は、あらかじめ、知事の許可を受けなければなら

ない。 

※ 東近江市においては、きぬがさ町及び葛巻町の一部において指定されている。 

※ 浸水警戒区域の確認については、滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室に照会する

こと。 

 

（10）自然公園法、滋賀県立自然公園条例 

   東近江市の自然公園 

   〇 鈴鹿国定公園（第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域、特別保護地区） 

〇 琵琶湖国定公園（第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域） 

〇 湖東県立自然公園（第2種特別地域、第3種特別地域） 

〇 三上・田上・信楽県立自然公園（第3種特別地域） 
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（11）文化財保護法 

   周知の埋蔵文化財包蔵地における行為の届出、遺跡発見の場合の届出・停止命令、 

伝統的建造物群保存地区、史跡・名勝・天然記念物の現状変更などの制限 

東近江市伝統的建造物群保存地区の指定 

五個荘金堂伝統的建造物群保存地区（五個荘金堂町、32.2ha） 

伝統的建造物群保存地区の制限 

（東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例、歴史文化振興課） 

① 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却 

② 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの 

③ 宅地の造成その他の土地の形質の変更 

④ 木竹の伐採   

⑤ 土石類の採取 

⑥ 水面の埋立又は干拓 

 

（12）宅地造成等規制法 

    東近江市は、宅地造成等規制法による規制区域の指定はされていない。 

 

（13）工場立地法 

   特定工場を新設又は変更しようとするときは、工事着工の90日前までの届出が義務付けられ

ており、届出内容が基準に適合しないとき、又は周辺の環境保持に支障を及ぼすおそれがある

と認められるときなどは、勧告、変更命令を受けることがある。 

   ◎ 特定工場 

 製造業（物品の加工修理業を含む。）、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る工

場、事業場であって、一の団地内における敷地面積9,000㎡以上又は建築物の建築面積の合

計が3,000㎡以上の規模のもの 

 

（14）大規模小売店舗立地法 

    大規模小売店舗＝建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超えるものをいう。 

 

（15）東近江市モーテル類似施設の規制に関する条例 

    届出義務＝市内において旅館又はホテルを建築（これらの施設の増改築並びに大規模な修繕

及び大規模な模様替を含む。）しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。 

    ただし、明らかにモーテル類似施設に該当しないと認められるときは、この限りでない。 

 

（16）国土利用計画法 

国土利用計画法第23条第１項の規定により、土地売買等の契約を締結した買主は、契約を締

結した日から２週間以内に届け出なければならない。ただし、県知事が「監視区域」として指

定した場合は、指定された面積以上の取引について事前に届け出なければならない。 

ア 市街化区域・・・  2,000㎡以上 

イ 市街化調整区域、非線引都市計画区域・・ 5,000㎡以上 

ウ その他の区域・・ 10,000㎡以上（都市計画区域外を含む。） 

 

（17）東近江市風景づくり条例 

景観法第８条に基づく景観計画により市全域が景観計画区域となっており、建築行為、開発

行為等に当たっては、景観計画に適合するよう努めなければならない。 

以下の行為をしようとする者は、着手30日前までに届け出なければならない。 

（市街化区域） 

   ・ 床面積が1,000㎡を超える又は高さが13mを超える建築物の新築、改築、増築、又は移転 

・ 高さが13mを超える工作物の新築、改築、増築、又は移転 

・ 開発面積が1,000㎡を超える開発行為 

（市街化調整区域・非線引き都市計画区域・都市計画区域外）  

・ 床面積が500㎡を超える又は高さが10mを超える新築、改築、増築、又は移転 

・ 高さが13mを超える工作物の新築、改築、増築、又は移転 

・ 開発面積が1,000㎡を超える開発行為 
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〔景観形成重点地域（琵琶湖・伊庭内湖、宇曽川、鈴鹿山系国道421号沿道、国道307号沿道、朝

鮮人街道沿道）〕〔景観形成重点地区（湖辺の郷伊庭）〕 

・ 床面積が10㎡を超える又は高さが５mを超える建築物の新築、改築、増築、又は移転 

・ 高さが1.5mを超える又は長さが10mを超える垣(生垣を除く)、塀等の工作物、高さが5mを超

えるそのほかの工作物の新築、改築、増築、又は移転 

・ 面積が100㎡を超えるもののうち、切土、盛土により生じるのり面の高さが1.5m又は長さが

10mを超える開発行為 

・ その他、建築物・工作物の外観の変更、木竹の伐採、物件の堆積等 
 

（18）土壌汚染対策法 

土壌汚染対策法第4条の規定に基づき、一定規模（3,000㎡以上）の形質変更を行おうとする

者は、形質変更に着手する日の30日前までに、県知事に届け出なければならない。 
 

（19）東近江市屋外広告物条例 

屋外広告物法の規定に基づき、景観計画に即した景観形成を図り、公衆に対する危害を防止

するため、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持について規制 

屋外広告物を掲出しようとするときは「東近江市屋外広告物ガイドライン」を参照して、設

置場所における屋外広告物のルールを確認し、許可申請や届出などの手続をしなければならな

い。 

 

（20）東近江市特別用途地区内における建築物の制限（建築基準法第49条第１項及び第107条） 

東近江市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例（平成29年東近江市条例第42号）

に基づく建築物の建築制限 

特別用途地区（大規模集客施設制限地区）＝都市計画区域のうち、準工業地域の全域 
 

（21）風致地区内における建築等の規制（法第58条「建築等の規制」） 

 東近江市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成24年東近江市条例第49号）及

び東近江市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則（平成19年規則第４

号）に基づく指定地区 

 風致地区（昭和52年６月22日決定）＝箕作山風致地区（374.1ha）、布施山風致地区（86.4ha） 

規則で指定する地区（指定地区）及び県知事が指定する森林は、東近江市では指定されてい

ない。 

 

（22）地区計画等の区域内における建築等の規制（法第58条の2「建築等の届出等」） 

地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域に限る。）内において、土地の区画形

質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日

の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、

着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市長に届け出なければならない。 

    地区計画等の区域 

ア 地区計画 

（条例適用） 布引台、沖野三丁目芝野、ピュアタウン沖野、蒲生大塚 

工業団地、尻無町東畑、建部日吉町竹鼻、小脇町寿、 

伊庭町能登川橋、蒲生工業団地、今堀町西部、今崎町沿道、 

宮荘町南部 

（条例なし） 八日市駅西、能登川駅西、今町、能登川東部、 

五個荘川並町、八日市清水二丁目・小脇町、中小路町 

    イ 地区整備計画（届出義務の区域）  

(市街化区域) 

八日市駅西（約1.4ha）のうち、全部 

能登川駅西（約26.9ha）のうち、約0.96ha 

（能登川駅西について、約0.96ha以外の区域は、届出の対象外） 

今町（A地区約1.1ha、B地区約0.2ha）のうち、全部 

五個荘川並町（約2.3ha）のうち、全部 

中小路町（約8.0ha）のうち、約7.6ha 
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(以下、市街化調整区域) 

布引台（約8.5ha）のうち、全部 

沖野三丁目芝野（約1.0ha）のうち、全部 

ピュアタウン沖野（約1.2ha）のうち、全部 

蒲生大塚工業団地（A地区約4.7ha、B地区約0.9ha）のうち、全部 

尻無町東畑（約1.1ha）のうち、全部 

建部日吉町竹鼻（約1.1ha）のうち、全部 

小脇町寿（約0.5ha）のうち、全部 

伊庭町能登川橋（約1.4ha）のうち、全部 

蒲生工業団地（約19.1ha）のうち、約18.9ha 

今堀町西部（約0.6ha）のうち、全部 

今崎町沿道（約3.0ha）のうち、全部 

宮荘南部（約2.7ha）のうち、約1.4ha 

※ 地区計画等の区域については、都市計画課又は東近江市のホームページで確認す

ること。 

ウ 防災街区整備地区計画（密集市街地整備法）・・・・・・東近江市該当なし 

エ 沿道地区計画（幹線道路の沿道の整備に関する法律）・・東近江市該当なし 

オ 集落地区計画（集落地域整備法）・・・・・・・・・・・東近江市該当なし 

 

（23）東近江市開発行為等に関する指導要綱 

次に掲げる開発行為等を行おうとする者は、あらかじめ当市指導要綱に基づき「開発事業

事前審査願」を市長に提出し審査を受けなければならない。また、事業者は、開発行為等に

関する指導要綱及び開発行為に関する協定書に定める事項を誠実に履行しなければならない。

手続の流れについては図７－１のとおりである。 

 

（対象事業） 

① 都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく開発行為及び東近江市開発許可の基準に関す

る条例第２条に該当する事業。 

② 建築基準法（昭和25年法律第201号）の規定に基づく建築物を建築する事業で次によるもの

とする。（既存建築物の建替え等で用途を替えないで建築延床面積、階数及び戸数が従前の

規模と同等以下の場合は除く。） 

ア 共同住宅等（マンション、寄宿舎、社宅その他これらに類するものをいう。）で計画戸

数が３戸以上の建築物を建築する事業 

イ 自己の居住用住宅以外の建築物で地上の階数が３以上のもの又は高さが10ｍを超えるも

のを建築する事業 

ウ 敷地面積が1,000㎡以上の土地に建築物を建築する事業 

③ 道路を築造しない宅地分譲区画数が３区画以上の分譲を行う事業 

④ 建築物の建築を伴わない500㎡以上の資材置場、露天駐車場、グラウンド等の造成事業 

⑤ 敷地面積が5,000㎡以上の土地における施設整備事業 

⑥ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業 
 

（適用除外事業） 

① 国又は県が行う開発事業（都市計画法に基づく開発協議を要しないものに限る。） 

② 市が行う開発事業（都市計画法に基づく開発協議を要しないものに限る。） 

③ 都市計画法第29条第１項第２号から第４号及び第５号（土地区画整理法第３条第１項の規  

定する事業並びに同法第76条の適用事業は除く。）から第11号までに該当する開発事業 

④ 既存建築物の建替え等において、事業者並びに用途を変更せず、建築延べ床面積、階数及び

戸数が従前の規模の２倍以下となる開発事業（高さが10ｍを超える建築物が従前より高くな

る場合を除く。） 

⑤ 滋賀県土地利用に関する指導要綱第５条第１項（昭和48年滋賀県告示第407号）に基づく 届

出の対象となる事業 

⑥ その他市長が適用の必要がないと認める開発事業 
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（24）東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱 

地上型の太陽光発電設備で最大出力が10kW以上のもの（既に施工済みのもの又は施工中の

ものと一体的に行う場合で、その施設規模が10kW以上となるものを含む。）を設置しようと

する者は、発電設備の設置に着手する30日前までに「東近江市太陽光発電設備設置（計画）

届出書」を市長に提出しなければならない。手続の流れについては図７－２のとおりである。 

 

（25）その他の法律との関係 

道路法、河川法、自然公園法、砂防法、東近江市法定外公共物管理条例、その他開発行為

に関係する他の法律の規制については、都市計画法の許可申請とは別途に許認可申請を行い、

あらかじめ許認可を得、許認可書の写しを開発許可申請に添付すること。 
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 図７－１ 東近江市開発行為等に関する指導要綱における手続の流れ 

 

東近江市 
事業者 

関係部局※ 都市計画課 
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受付 

 

要件処理 
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審査・受理 

同意書の通知 

協定書の締結 
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太陽光発電設備設置相談（事業者） 

東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱 協議（関係各課との協議） 

１ 届出書に添付する「第５条関係確認書（遵守事項）」に対する各法令等の確認 

①電気事業法 ②森林法 ③農振法 ④農地法 ⑤文化財保護法 ⑥騒音規制法 ⑦振動規制法 ⑧道路法 ⑨河川法 ⑩自然公園法 

⑪土壌汚染対策法 ⑫急傾斜地法 ⑬砂防法 ⑭地すべり等防止法 ⑮市風景づくり条例 ⑯市法定外公共物管理条例（里道・水路） 

⑰滋賀県土地利用に関する指導要綱（敷地が 10,000平方メートルを超える場合 滋賀県県民活動生活課と協議） 

⑱その他該当する法令、条例等 

２ 届出書に添付する「第６条（事業者等の責務）確認事項」の取組、対応・措置  

（責務に対する取組、対応する内容は第６条（事業者等の責務）確認事項（チェックシート）を参照） 

①地元自治会や隣接土地所有者等への説明、周知 ②土砂流出等の防止対策 雨水排水協議（施設管理者、水利権者の同意） 

③防火及び防犯対策 ④周辺環境に影響に対する措置 ⑤その他（事業者等の責務）に記載された事項 

協議事項 （協議する先は各法令等に関する問合せ先を参照） 

届出書及び添付図面等の作成 

【作成書類】 

１ 太陽光発電設備設置（計画）届出書（様式第１号） ２部 

２ 添付書類 

①位置図 ②委任状 ③法人の登記事項証明書 ④土地利用計画図（造成、排水計画含む）※ ⑤造成計画断面図※ ⑥公図の写し  

⑦地元自治会等説明結果報告書（様式第５号）⑧経済産業局に提出した再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書の写し  

⑨第５条関係確認書（遵守事項）（所定様式）⑩第６条（事業者等の責務）確認事項（ﾁｪｯｸｼｰﾄ）（所定様式） ⑪各法令等の許可書の写し  

⑫その他必要と認める図書 

※ 発電出力が 50キロワット未満で山林の伐採、造成がない場合の④と⑤の図面については、設置区域内のパネルの配置、雨水排水の放流位

置がわかる図面を添付。 

東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱における手続の流れ 

１ 対象となる太陽光発電設備 

最大出力が 10キロワット以上のもの。 

ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものは除く。 

２ 届出は以下のフロー図のとおり（※黄色着色箇所は市が実施） 

  届出は発電設備の設置に着手する 30日前までとする。 

 

※ 届出の受理までに許可を受ける必要がある法令等については、許可を受けた時点にて届出を受理する。 

市役所関係各課に通知（諸手続きの状況等を確認） 

※ 届出受理（１部は「受付」印を押印し返却） 

 

指導要綱の届出書（添付書類含む）の提出（正本、副本の２部） 

着工 

完了届の提出（２部） 

現地確認 

確認済の通知 

事業者に督促通知 

設置の確認が未済である旨の通知 

 

指導・助言に関する通知（指導等が必要な場合のみ） 

指導・助言に関する手続・対応等 

手続完了後 届出書受理（届出台帳に登録） 

 

※ 設置完了後 10日以内に「太陽光発電設置完了届」（様式第３号）を提出する。 

※ 稼動予定日を 30日過ぎても完了届が提出されない場合 

 

※ 通知から 15日が過ぎても完了届が提出されない場合 

※ 設置完了届に「確認済」印を押印し届出者に返却する。 

国、県その他関係機関に情報提供 

※ 手続・対応等がされないまま工事着工された場合 

事業内容を調査し、国、県その他関係機関に情報提供 

※ 届出が提出されないまま工事着工された場合 

対象となる太陽光発電設備（地上平面設置型、支柱型、水上型） 

対象外の太陽光発電設備（屋根設置型、屋上設置型、建築物一体

型） 

※ ただし、滋賀県土地利用に関する指導要綱に該当する場合は、県の指導要綱に基づき手続を行うこととする。 

図７－２ 
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【別表】 地区計画の類型別運用基準表 

（東近江市市街化調整区域等における地区計画制度の運用基準より） 

※１ 周辺の土地利用の状況等によりやむを得ないと認められる場合は、既存集落型、宅地活用継続型、市街化区域隣接型にあっては区域の面積の最小

を０．３ｈａ、地域振興型（非住居系）地域振興については２．０ｈａとすることができる。 

※２ 地区全域が概ね２００ｍ以内で区域の周囲延長の概ね５分の１以上が立地適正化計画に定める居住誘導区域に接している区域とする。 

※３ 国道、主要地方道、都市計画道路を幹線道路とする。 

※４ 建築基準法第 54条の規定による。 

※５ 地区計画の内容及び周辺の状況により交通安全上支障がないと認められる道路に接続している場合はこの限りでない。 

※６ 市長が地域振興に資すると認めた場合、当該区域内に存する事業所の業務に従事する者の社宅及び寮も可能とするとともに、インターチェンジ周

辺等においては、これらの用途のほかに商業施設も可能とする。 

※７ 既存集落型の既存集落とは、概ね線引き制度導入以前から集落を形成していた地域とする。 

※８ 決定日以前の最低限度に満たない敷地については建築可能であるが、決定日以後に最低限度を下回る分割がされた敷地については建築不可とする。 

型類 

制限等 

既存集落型 

（※７） 
宅地活用継続型 市街化区域隣接型 沿道型（非住居系） 

地域振興型（非住居系） 

地域振興 コミュニティ維持 

区域の面積 ０．５ｈａ以上５．０ｈａ未満（※１） 
０．５ｈａ以上 

５．０ｈａ未満 

５．０ｈａ以上 

（※１） 
０．３ｈａ以上 

区域の要件 

原則 6.5ｍ以上の道

路に接道している又

は接道することが確

実であり、5.0ha未満

の街区を形成する既

存の集落及びその周

辺の区域 

原則 6.5ｍ以上の

道路に接道して

いる又は接道す

ることが確実で

あり、5.0ha 未満

の街区を形成す

る区域 

原則 6.5ｍ以上の

道路に接道してい

る又は接道するこ

とが確実であり、

5.0ha 未満の街区

を形成する区域（※

２） 

２車線以上の国道、

主要地方道、都市計

画道路などの幹線道

路（※３）の沿道で

0.5ha 以上 5.0ha 未

満の街区を形成する

区域。 

都市計画マスタープラ

ン等の上位計画に土地

利用の方針が定められ

ている区域 

立地適正化計画で定め

る地域拠点、コミュニ

ティ拠点に位置付けら

れた区域 

区域が接する 

道路の幅員 
６．５ｍ以上 ９．０ｍ以上(※５) 

建築物等の 

用途の制限 

第一種低層住居専用地域の範囲内 

（ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く） 

第二種中高層住居専

用地域の範囲内（ただ

し、住宅を除く） 

製造業の工場（危険

物の処理及び環境の

悪化を招くものを除

く）、物流施設及び研

究施設（※６） 

第二種中高層住居専用

地域の範囲内（ただし、

住宅を除く） 

容積率の 

最高限度 
１００％ ２００％ ２００％ 

建ぺい率の 

最高限度 
６０％ ６０％ ６０％ 

敷地面積の 

最低限度 
２００㎡（隅切り部は１８０㎡） 

２００㎡ 

（※８） 

２００㎡ 

（※８） 
２００㎡ 

壁面の位置の 

制限 
道路、敷地境界線から１．０ｍ以上(※４) 道路、敷地境界線から１．０ｍ以上 

建築物の高さの 

最高限度 
１０ｍ 

周囲の景観と調和した高さを 

必要に応じて定めることとする 

北側斜線 
第一種低層住居専用地域の基準（建築基準法第 56条第 1項第

3号による） 
必要に応じて定めることとする 

日影規制 
第一種低層住居専用地域の基準（建築基準表第 56条の 2 別

表第 4による） 
必要に応じて定めることとする 

建築物の形態又

は意匠の制限 
東近江市景観計画の規定に基づき、周辺の環境及び景観との調和が図れるよう定めることとする 

垣又は柵の 

構造制限 
緑地の現況、地区の特性を考慮し、原則として生垣とする等、周辺の環境及び景観と調和が図れるよう定めることとする 

緑化率の 

最低限度 
－ 必要に応じて定めることとする 

類   型 対象区域（運用基準第６条） 

既存集落型 
一団の街区を形成する既存の集落及びその周辺の区域において必要な公共施設等の整備が担保されており、良好な居住環境を

形成することが可能な地区で、集落のコミュニティの維持、改善を目的とする地区計画 

宅地活用継続型 

ア 既存集落を除いて既に造成されている住宅団地等における地区計画 

イ 工場、事業所等の立地により既に宅地化されている地区又は都市計画法その他の法律により整備された地区において、周

辺環境との調和を図りながら持続的な土地利用を目的とする地区計画 

市街化区域 

隣 接 型 

立地適正化計画に定める居住誘導区域に隣接し、既に無秩序な市街化が進んでいる又は進むおそれがある区域で、それらを良

好な土地利用環境に誘導することを目的とする地区計画 

沿 道 型 

(非住居系) 

２車線以上の国道・主要地方道、都市計画道路などの幹線道路沿道において、無秩序な開発の進行又はおそれがある場合、適

正な土地利用の整序を図るため、許容する用途や土地利用の範囲を限定し用途の混在を防止するとともに、沿道の機能を活かし

地域経済の活性化を目的とする地区計画 

地域振興型 

(非住居系) 

地域 

振興 

 東近江市都市計画マスタープラン等の上位計画に土地利用の方針が定められている区域において、この方針に基づく土地利用

を適切に誘導し、産業の振興その他都市機能の維持･増進を目的とする地区計画（市長が法第１２条の５第１項第２号に規定す

る地区計画の適用区域のいずれかに該当すると認め、かつ、地区計画制度の活用を図ることが適当であると認める場合に限る。） 

コミュ

ニティ

維持 

立地適正化計画に定める地域拠点又はコミュニティ拠点に位置付けられた区域において、支所・コミュニティセンター等を中心

に地域コミュニティを維持する拠点を形成することで、地域の維持及び活性を目的とする地区計画 
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【運用基準による手続】 
様式第１号 地区計画素案申出書 

様式第３号 開発計画事前審査願 

【条例による手続き】 
様式第２号 地区計画原案申出書 

様式第１号 原案に関する意見書 

【法による手続き】 

市街化調整区域等の申出制度による地区計画策定フロー 

※開発計画本申請の鑑の写し添付 
（受理印影のあるもの） 

申出人 
  （住民、利害関係者） 

東近江市 滋賀県 
国 【申請図書等様式】 

事前相談 【都市計画課】 
内容確認、指導・助言 

不適合の告知 

計画の審査 
※対応報告書 
※事前相談書 

適合の告知 関係課意見照会 

県事前相談 

適合の告知 

条件付 

計 
画 
の 
修 
正 
・ 

再 
検 
討 

素案申出 
（運１４②） 

【都市計画課】 
計画の審査 関係課意見照会 県事前相談 

審査結果、意見通知 

審査結果、意見通知 

運16③ 

運16② 
都市計画審議会 

否決 

開発計画事前審査願 
（運１７） 

【都市計画課】 
計画の審査・指導 関係課・官署意見照会 

地区計画原案申出 
（条５） 

地区計画の原案の作成 

要件通知 

周辺住民への説明会 
利害関係人の同意・区域の決定 
各公共施設の管理者協議・同意 

個別法の手続き 

利害関係人全員の同意 
（運１５②） 

都市計画審議会小委員会 
（条６） 

有 
無 

原案の告示・縦覧 
（条２） 

利害関係人の 
意見書の提出 

（条４） 

意見 
通知 

地区計画の案の作成 
（法１６②） 

県事前協議 

案の公告・縦覧 
（法１７①） 

住民・利害関係人等 
意見書の提出 
（法１７②） 

都市計画審議会 
（法１９①） 

県知事協議 
（法１９③） 

都市計画の決定 

告示 
（法２０①） 

写しの送付 
（法２０①） 

公衆に縦覧 
（法２０②） 

公衆に縦覧 
（法２０②） 

建築制限条例制定 
（建基法６８の２） 

建築制限条例 
議会承認 

建築制限条例告示 
建築制限条例施行 

要件処理 

農業委員会 

農業委員会事務局による転 
用許可見込みの意見回答 
（都市計画が素案の申出の受理判 
断のひとつとして求められるもの） 

農業委員会農地部会による 
転用許可見込みの意見回答 
（地区計画素案の審査に係るも 
の） 

農地転用申請 

許可 

（告示後） 

開発計画本申請 
(法２９①） 

  

許可 

（告示後） 

（同時） 

図７－３ 


